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検察官の職務怠慢の問題に関する法令（抄）

＊注：いずれも原文は縦書きで、数字はすべて漢数字ですが、アラビア数字に直して引用

しました。

検察庁法（抄）
昭和２２年４月１６日 法律第６１号

最終改正 平成１７年 法律第８３号

出典『六法全書 平成１８年版』有斐閣

第６条【犯罪の捜査】① 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。

② 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるとこ

ろによる。

第２３条【適格審査会と罷免】① 検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に

因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次席検事及び検事長については、検

察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官

適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる。

② 検察官は、左の場合に、その適格に関し、検察官適格審査会の審査に付される。

１ すべての検察官について３年ごとに定時審査を行う場合

２ 法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合

３ 職権で各検察官について随時審査を行う場合

③ 検察官適格審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその

職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければならな

い。法務大臣は、検察官適格審査会から検察官がその職務を執るに適しない旨の議決の

通知のあった場合において、その議決を相当と認めるときは、検事総長、次席検事及び

検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事については、これ

を罷免しなければならない。

④ 検察官適格審査会は、法務省に置かれるものとし、国会議員、裁判官、弁護士、日本

学士院会員及び学識経験者の中から選任された１１人の委員をもってこれを組織する。

ただし、委員となる国会議員は、衆議院議員４人及び参議院議員２人とし、それぞれ衆

議院及び参議院においてこれを選出する。

⑤ 検察官適格審査会に、委員１名につきそれぞれ１名の予備委員を置く。

⑥ 各委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者の中から、これを選任

する。但し、予備委員となる国会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選

出する。

⑦ 委員に事故のあるとき、又は委員が欠けたときは、その予備委員が、その職務を行う。

⑧ 前７項に規定するものの外、検察官適格審査会に関する事項は、政令でこれを定める。
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検察官適格審査会令
昭和２３年９月１６日 政令第２９２号

最終改正 平成１２年６月７日 政令第３０５号

出典 『現行日本法規』法務省大臣内閣官房司法法制部・編、ぎょうせい発行

第１条 検察官適格審査会（以下「審査会」という。）の委員のうち、衆議院議員又は参議

院議員たる委員以外の者は、次に掲げる者につき、法務大臣がこれを任命する。

１ 最高裁判所判事 １人

２ 日本弁護士連合会の会長

３ 日本学士院会員 １人

４ 司法制度に関し学識経験を有する者 ２人

２ 前項第１号及び第３号の委員は、それぞれ最高裁判所判事及び日本学士院会員の互選

による。

第２条 前条第１項第１号、第３号及び第４号の委員の予備委員は、それぞれの委員と同

一の資格のある者につき、法務大臣がこれを任命する。同項第１号及び第３号の委員の

予備委員の任命については、同条第２項の規定を準用する。

２ 前条第１項第２号の委員の予備委員は、日本弁護士連合会の副会長のうち年長者１名

につき、法務大臣がこれを任命する。

第３条 委員及び予備委員の任期は、２年とする。

２ 委員は、再任されることができる。

３ 委員及び予備委員は、非常勤とする。

第４条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第５条 審査会は、委員の９人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができ

ない。

２ 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。

第６条 審査会は、審査のため必要があるときは、法務大臣又は検察庁の長に対し書類の

提出を求め、又は必要な事項の報告を徴することができる。但し、捜査中の犯罪事件に

ついては、この限りでない。

第７条 審査会は、審査に付された検察官及びその者の属する検察庁の長をして会議に出

席して意見を述べさせることができる。

２ 審査会は、審査に付された検察官に不適格の疑があるときは、当該検察官に対し、あ

らかじめ相当な期間を置いて会議の理由を通告した上、会議に出席して弁解し、且つ、

有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

第８条 審査会の庶務は、法務省大臣官房人事課において処理する。


